
（17）

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
受
給
条
件
を

満
た
し
て
い
て
も
６
月
分
以
降
の
受
給
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

子
育
て
支
援
課
（
�
内
線
３
６

５
）

児
童
扶
養
手
当
と
は

母
子
家
庭
、
父
が

政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
を
持
つ
な
ど

の
家
庭
の
母
又
は
母
に
代
わ
り
児
童
を
養

育
し
て
い
る
人
に
手
当
を
支
給
し
、
生
活

の
安
定
を
図
り
自
立
を
促
進
す
る
制
度
で

す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

政
令
で
定
め

る
程
度
以
上
の
身
体
障
害
又
は
知
的
障
害

の
状
態
に
あ
る
な
ど
の
20
歳
未
満
の
児
童

を
監
護
し
て
い
る
父
、
又
は
母
、
若
し
く

は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
に
手
当
を
支
給
し
、
福
祉
の
増

進
を
図
る
制
度
で
す
。

所
得
制
限
な
ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、
子
育
て
支
援
課
（
�
内
線
３
６
５
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

聴
覚
障
害
者
協
会
が
主
催
す
る
中
級
手

話
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時

９
月
14
日
�
よ
り
全
21
回
コ
ー
ス

18
時
30
分
〜
20
時
30
分

場
所
　
南
下
浦
市
民
セ
ン
タ
ー
２
階
（
講

義
室
）

受
講
対
象
者

初
級
修
了
者
で
、
自
己
紹

介
程
度
の
手
話
表
現
の
で
き
る
人
。
総
合

学
習
で
手
話
を
学
ん
だ
、
小
中
高
校
生

受
講
料

３
、６
７
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代

を
含
む
）

申
込
方
法

８
月
７
日
�
ま
で
に
往
復
は

が
き
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
（
Ｆ

Ａ
Ｘ
）
番
号
・
受
講
理
由
を
記
入
し
、
〒

２
３
８
―

０
１
０
１
南
下
浦
町
上
宮
田
３

１
８
３
杉
山
節
子
あ
て
申
し
込
み
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ

福
祉
総
務
課
（
�
内
線
３
６

１
・
３
６
２
）

７
月
は
、
法
務
省
主
唱
に
よ
る
「
第
55

回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
の
強
調
月

間
で
す
。

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
は
、
犯

罪
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
更
生

に
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お

い
て
力
を
あ
わ
せ
、
犯
罪
の
な
い
明
る
い

社
会
を
築
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
運
動

で
、
強
調
月
間
に
は
、
全
国
各
地
で
関
連

機
関
・
諸
団
体
に
よ
る
様
々
な
活
動
が
展

開
さ
れ
ま
す
。

本
市
に
お
い
て
も
、
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
三
浦
地
区
実
施
委
員
会
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
講
演
会
を

実
施
し
ま
す
。

■
街
頭
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

日
時

７
月
２
日
�
　
16
時
頃
か
ら

場
所

三
浦
海
岸
わ
い
わ
い
市
会
場

■
講
演
会

日
時

７
月
15
日
�
　
14
時
〜
16
時
ま
で

場
所

神
奈
川
県
三
浦
合
同
庁
舎
４
階
会

議
室

内
容

「
青
少
年
の
問
題
行
動
の
理
解
と

対
応
」
〜
青
少
年
の
薬
物
乱
用
防
止
教
育

の
た
め
に
〜

講
師

藤
野
知
弘
　
氏
（
社
会
福
祉
法
人

中
心
会
「
中
心
子
ど
も
の
家
」
所
長
）

み
な
さ
ん
も
犯
罪
の
な
い
明
る
い
地
域

社
会
が
築
か
れ
る
よ
う
協
力
の
輪
を
広
げ

ま
し
ょ
う
。

問
合
せ

福
祉
総
務
課
内
三
浦
地
区
保
護

司
会
事
務
局
（
�
内
線
３
５
６
）

MIURA WELFARE 福祉のひろば

FAXでの問合せは、保健福祉部881-0148へ

現
況
届
（
児
童
手
当
）
の

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
！

「
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
」

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児

童
扶
養
手
当
に
つ
い
て

中
級
手
話
講
習
会
開
催




